
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント 重要事項説明書 

１．事業所の概要 

（ フ リ ガ ナ ） 

運営主体の法人名 社会
シャカイ

福祉
フ ク シ

法人
ホウジン

 知立市
チ リ ュ ウ シ

社会
シャカイ

福祉
フ ク シ

協議会
キョウギカイ

 

法 人 の 種 類 社 会 福 祉 法 人 

運営主体の所在地 知立市八ツ田町泉４３番地（知立市福祉の里八ツ田内） 

電話番号・ＦＡＸ番号 TEL ０５６６-８２-８８３３ FAX ０５６６-８３-４０７０ 

ホームページアドレス http://www.chiryu-shakyo.or.jp/ 

運営主体の開設年月日 昭和５４年１１月２０日 

運営主体の代表者氏名 会長 高橋 敦子 

（ フ リ ガ ナ ） 

事 業 所 名 知立市東部地域包括支援センター
チ リ ュ ウ シ ト ウ ブ チ イ キ ホ ウ カ ツ シ エ ン セ ン タ ー

 

管理者の役職・氏名 管理者  鈴木 夏海 

事 業 所 の 所 在 地 知立市八ツ田町泉４３番地（知立市福祉の里八ツ田内） 

交 通 の 方 法 ミニバス（ ２コース、３コース、５コース 福祉の里八ツ田バス停下車 ） 

電話番号・ＦＡＸ番号 TEL ０５６６-８２-８８５５ FAX ０５６６-８３-４０７０ 

Ｅ メ ー ル ア ド レ ス  houkatu@chiryu-shakyo.or.jp 

緊 急 時 対 応 
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて相談に応じる体制を確保いたします。  

（転送電話による時間外対応） 

電 話 番 号 TEL ０５６６-８２-８８５５ 

介護保険の指定番号 知立市第２３０４４０００１９号 

指 定 年 月 日 平成１８年 ４ 月 １ 日 

指 定 更 新 年 月 日 平成２４年４月１日・平成３０年４月１日・令和２年４月１日 

運営の方針と事業所の
特 色 な ど 

１ 事業の実施にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように

配慮して行います。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の意志を尊重し、多様な事業者から総合

的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して行います。 

３ 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って行い、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは

特定の地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正

中立に行います。 

４ 事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

います。 

５ 事業の運営にあたっては、関係市町村、老人介護支援センター、指定居宅

介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による

自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等と

の連携に努めます。 



２．利用者の申込みからサービスの提供までの流れ 

 利用申し込みの受付・契約  

 認定申請または介護予防・生活支援サービス事業対象者手続きの実施  

 サービス計画案の作成  

 サービス提供事業者との連絡調整  

 サービス計画原案の説明・同意・交付  

 サービス提供の開始  

 モニタリング（利用者及び事業者との連絡調整）  

                                評価                                                                                                             

 終了    介護認定または介護予防・生活支援サービス事業対象者手続きの更新  

３．職員の体制に関する事項 

職 種 人数 業務内容 

管 理 者 １名（常勤） 統括管理 

保 健 師 

（経験のある看護師） 1名以上（常勤） 
総合相談業務 

権利擁護業務 

包括的・継続的マネジメント支援業務 

第1号介護予防支援事業 

指定介護予防支援業務 

    基幹型センター業務    等 

主 任 

介 護 支 援 専 門 員 1名以上（常勤） 

社 会 福 祉 士 1名以上（常勤） 

介 護 支 援 専 門 員 1名以上 

サービス従業者の健康

診 断 の実 施の 有無 
有 

常 勤 職 員 の 

所 定 労 働 時 間 1週間当たり38.75時間 

４．サービスの内容等に関する事項 

営 業 時 間 
（窓口対応可能時間） 

月～金曜 
８：３０ ～ 

１７：１５ 
休日 

土曜日・日曜日・祝日・ 

年末年始（１２／２９ ～ １／３） 

サービス提供地域 
知立市知立小学校区・知立市知立東小学校区 

知立市来迎寺小学校区・知立市八ツ田小学校区 

秘  密  の  保  持 
事業所は、サービスを提供する上で知りえた利用者及びその家族に関する個人情

報を正当な理由なく第三者に漏らしません。なお、この守秘義務は契約終了後も

有効です。また事業所職員が職員でなくなった後においても、同様です。 



人権擁護、高齢者虐待
防 止 に つ い て 

高齢者虐待を防止するため、事業所における虐待の防止のための対策を検討する

委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図

ります。事業所における虐待の防止のための指針を整備します。研修を通じて、

従業者の人権意識の向上や知識、技術の習得に努めます。以上に揚げる措置を適

切に実施するための担当者を置きます。従業員が利用者や家族の権利擁護に取り

組める環境整備に努めます。 

身体拘束等の禁止 

サービス提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という。）を行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場

合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理

由その他の必要な事項を記録します。 

損害賠償保険へ加入・
その他（        ） 

有  

事故発生時の対応 
担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合

には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、

管理者に報告します。 

加入・参加している 
連絡組織 ・団体等 

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 高齢者部会 

利 用 料 
基本的に利用者負担はありませんが、保険料の滞納等により利用者負担が発生す

る場合もあります。 

苦情・相談対応窓口の 
名称・連絡先・対応時

間 

事業所又は法人に 
設 置 さ れ た 
苦情・相談対応窓口 

名   称  知立市東部地域包括支援センター 

受付担当者  鈴木 夏海 

連絡先電話番号（０５６６ - ８２ - ８８５５） 

対応時間  （  ８：３０ ～ １７：１５  ） 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 

外部に設置された 
苦情・相談対応窓口 

名 称  知立市役所保険健康部長寿介護課 

連絡先電話番号（０５６６  - ８３  - １１１１  内線１４８） 

対応時間  （ ８：３０ ～ １７：１５  ） 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 

外部に設置された 
苦情・相談対応窓口 

名 称  愛知県運営適正化委員会 

（社会福祉法人愛知県社会福祉協議会内） 

連絡先電話番号（０５２ – ２１２ – ５５１５） 

対応時間  （ ９：００ ～ １７：００ ） 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 

国 保 連 合 会 

苦情・相談対応窓口
（介護サービス苦情相
談窓口） 

名 称  愛知県国民健康保険団体連合会 

             ｸｶﾞﾅｲ     ﾖｲﾛｳｺﾞ 

連絡先電話番号（０５２ – ９７１ - ４１６５） 

対応時間  （ ９：００ ～ １７：００ ） 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 



個 人 情 報 利 用 同 意 書 

 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、知立市東部地域包括支援センター  

   が下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意します。  
 

記  
 

１ 使用目的 

介護保険法に関する法令に従い、私の介護予防サービス計画・介護予防ケアマネ  

ジメントに基づき、介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業等を円滑 

に実施するために行うサービス担当者会議、地域ケア会議、関係機関との調整等に  

必要がある場合 
 

２ 個人情報を提供する事業所  

(1) 介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントに掲載されている介護予防サ  

ービスや介護予防・生活支援サービス等事業所  

(2) 委託した居宅介護支援（介護予防支援）事業所  

(3) 病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合）  
 

３ 使用する期間 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約書締結時から契約解除時まで  
 

４ 使用する条件 

(1) 個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の  

提供に当たっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払う。  

(2) 個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。  
 

５ 個人情報の内容（例示）  

(1) 事業所がサービスを行うために最低限必要な利用者の氏名、住所、健康状態、病  

歴及び家庭状況等に関する情報  

(2) 要支援認定を受けている場合は認定調査票、主治医意見書、介護認定審査会にお  

ける判定結果の意見（認定結果通知書）  

(3) その他、業務を実施するうえで必要となる情報  

     

以上  

   年   月    日 
 

本 人 

住 所  

氏 名 ㊞  

家 族 

住 所  

氏 名 ㊞  

署名代筆者              ㊞ 

 

事業所名称  知立市東部地域包括支援センター   


